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さいたま市立下落合小学校

学校説明会
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本日のメニュー

１ 力を入れていること

２ 学校生活やトラブルへの対応のこと

３ 家庭学習のこと



１力を入れていること



学校教育目標

よく考える子

思いやりのある子

明るく元気な子



目指す学校像

「安全・安心・信頼」を基盤に、

一人ひとりが輝き、

思いやりあふれるあたたかい学校



カリキュラム・マネジメントを視点とした

６年間を貫くストーリー

地域の一員としての自覚を高め（低学年）

地域に目を向け（中学年）

地域貢献できる人へと成長する（高学年）



育てたい資質・能力

★表現力★
コミュニケーション力

アウトプット力

情報発信力



「児童一人ひとり」を大切に

温かな「交流」を大切に



「しんとんとん」に を入れます！

◇「しんとんとん」のモットー◇

自分もよくて

みんなもよい

魂



学校運営のキーワード

主体性・コミュニケーション

～ユニバーサルデザインで～



教職員の合言葉

「チーム下落合」

「チャレンジ下落合」



働き方改革



○国やさいたま市の動き
◦令和７年６月１１日 「公立の義務教育諸学校等の教職員の
給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律」が成立
（以下「改正給特法」という）

◦「改正給特法」は、教職員の業務量を適切に把握し、健康を
確保しつつ教育の質を維持・向上させることが目的

◦法の改正に伴い、教育委員会には、学校における働き方改革
に関する計画の策定やその実施状況の公表が義務付けられ

◦このことを受け 令和８年４月 「さいたま市立学校におけ
る働き方改革マスタープラン」が策定された





下落合小勤務時間

８：２０～１６：５０
★休憩★

月曜日 １４：３５～１５：２０

その他 １５：２５～１６：１０

長期休み １２：０５～１２：５０



教職員の合言葉

「チーム下落合」

「チャレンジ下落合」



２学校生活やトラブルへの
対応のこと



集団生活として（集団生活だからこそ）
大切にしていること

・安全第一(体の安全・心の安全）

・発達段階に応じた他者視点

(みんながやったらどうかな？周りから見たらどうかな？）

・多様な価値観に触れる温かな交流



トラブルへの対応のこと

「いじめ防止対策推進法」

を知っていますか？



これっていじめでしょうか？

①

②

出典：「児童生徒が安心して学校生活を送るためのいじめ対策ハンドブック」仙台市教育委員会



これっていじめでしょうか？

③

④

出典：「児童生徒が安心して学校生活を送るためのいじめ対策ハンドブック」仙台市教育委員会



これっていじめでしょうか？

⑤

⑥

出典：「児童生徒が安心して学校生活を送るためのいじめ対策ハンドブック」仙台市教育委員会



これっていじめでしょうか？

①

②

出典：「児童生徒が安心して学校生活を送るためのいじめ対策ハンドブック」仙台市教育委員会

いじめ

いじめ



これっていじめでしょうか？

③

④

出典：「児童生徒が安心して学校生活を送るためのいじめ対策ハンドブック」仙台市教育委員会

いじめ

いじめ



これっていじめでしょうか？

⑤

⑥

出典：「児童生徒が安心して学校生活を送るためのいじめ対策ハンドブック」仙台市教育委員会

いじめ

いじめ



「いじめ防止対策推進法」における
いじめの定義

第二条

この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当
該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と
一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理
的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われ
るものを含む。）であって、当該行為の対象となった児
童等が心身の苦痛を感じているものをいう。



いじめの定義の変遷
～児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査における定義～

【昭和６１年度からの定義】

この調査において、「いじめ」とは、

「①自分より弱い者に対して一方的に、

②身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、

③相手が深刻な苦痛を感じているもの

であって、学校としてその事実を確認しているもの。

なお、起こった場所は学校の内外を問わない。



いじめの定義の変遷
【平成６年度からの定義】

この調査において、「いじめ」とは、

「①自分より弱い者に対して一方的に、

②身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、

③相手が深刻な苦痛を感じているもの

であって、学校としてその事実を確認しているもの。

なお、起こった場所は学校の内外を問わない。

なお、個々の行為がいじめに当たるか否かの判断を表

面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の

立場に立って行うこと。



いじめの定義の変遷

【平成１８年度からの定義】

本調査において、個々の行為が「いじめ」に当たる

か否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、い

じめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。

「いじめ」とは、「当該児童生徒が、一定の人間関

係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたこと

により、精神的な苦痛を感じているもの」とする。

なお、起こった場所は学校の内外を問わない。



「いじめ防止対策推進法」における
いじめの定義
【平成２５年度からの定義】

第二条

この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当
該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と
一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理
的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われ
るものを含む。）であって、当該行為の対象となった児
童等が心身の苦痛を感じているものをいう。



「いじめ」の認知

いじめか否かの



大切にしていること

〇事実を正確に把握すること

〇相手の心情を考えさせること

〇どうしたらよいかを具体的に

考えさせること



「いじめ防止対策推進法」における
いじめに対する措置（警察との連携）

第二十三条６

学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきもの
であると認めるときは所管警察署と連携してこれに対処
するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、身体
又は財産に重大な被害が生じる恐れがあるときは直ちに
所管警察署に通報し、適切に、援助を求めなければなら
ない。



３家庭学習のこと



今年度から、

さいたま市立下落合小学校

「家庭学習の手引き」

に基づき、全学級共通で取り組みます。



◇今、求められる力◇
★解き方があらかじめ定まった問題を

効率的に解ける力を育むだけでは不十分★

◦地域や社会とのつながりの中で学び、自らの人生や社会を
よりよく変えていくことができるという実感を持つことが
重要
◦蓄積された知識を礎としながら膨大な情報から何が重要か
を主体的に判断する

◦自ら問を立ててその解決を目指し、他者と協働しながら新
たな価値を生み出す

◦学びにおける「自己調整」



◦基礎学力

◇家庭学習をすることで 高まる力◇

◦自分の学びを調整する力

◦学校での学びと実生活を結びつける力

◦教科のかべをなくして学ぶ力（教科等横断的な学び）

◦家庭学習の習慣化

◦その他 計画力 実行力 集中力 持続力

発想力 表現力 やりぬく力 …etc.



◇取り組み方◇
♤学校から出された課題（いわゆる宿題）
♠自分で主体的に取り組む課題

◇内容◇
♡音読や漢字、計算などの反復練習的な課題
♥発展的な課題

※組み合わせは４通りあります。
（①♤♡ ②♤♥ ③♠♡ ④♠♥）



６ 年間の見通 し
自分に必要なことを自分で考え、

主体的な取組を増やすことが大切です

♤学校から出された課題

♠自分で主体的に取り組む課題

１
年

２
年

３
年

４
年

５
年

６
年

中
学
生
へ



◦一緒に計画を立ててください

◇保護者の方への お願い◇

◦見守り・見届けをして、励ましてください

◦丸つけに御協力ください

※学習の理解状況を把握することにもつながります

◦豊かな発想で、お子様の学びを広げてくだ
さい



※全学級共通

※課題の内容によっては、

教員が丸つけをします。

◇学校の対応◇

提出された課題には、

「しんとんとん」のスタンプ
を押します



机上の学びに
しない！

やってみる アウトプットする

新しい価値を見出す



ご清聴、ありがとうございました。

子どもたちの力を
学校・家庭が協力し、

共に伸ばしていきましょう！


